
質  問  回  答  書 

2022年 3月 9日 

 

「アフリカ地域セネガル国医療保障アドバイザー業務およびコートジボワール国保健プログラムアドバイザー業務」（公示日：2022年 2月 24日／調達

管理番号：21a01131）について、以下のとおり質問します。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 p.16、17 

第 3章 特記仕様書案 

第 2条 案件の背景 

① セネガル、②コートジボワー

ル 

課題別事業戦略の「質の高い母子継続ケア強

化」、「医療保障制度の強化」はご共有可能

か。 

課題別事業戦略は今後順次 JICAホームページに掲

載予定ですが、別途配付資料としてメール送付しま

す。共有を希望される場合は、人間開発部保健第一

グループ小西（Konishi.Tatsuki@jica.go.jp）までご連

絡下さい。 

 

2 p.27 

第 3章 特記仕様書案 

第７条 業務の内容 

オ）成果５に係る業務 

活動５－１および５－２について、本業務下で

保健共済組合や医療施設への機材供与も想

定されているか。 

活動５－１および５－２について、本業務下で保健共

済組合や医療施設への機材供与は、想定しておりま

せん。 

 

3 p.33  

第 4章 業務実施上の条件 

（４）対象国の便宜供与 

車両は受注者による借上げが基本とされてい

るが、コートジボワールに関しては安全管理対

策上、レンタカーの車種に貴機構からの規定な

どはあるか。 

事務所においては、アビジャン市内では一般的にセダ

ン（未舗装道路が多い郊外エリアを除く）、地方移動時

は車高が高い PRADOや PATROLなどを使用してお

り、同様の運用を推奨します。 

 

4 p.33  

第 4章 業務実施上の条件 

（４）対象国の便宜供与 

「オ） 執務スペースの提供：CPオフィス」とある

が、事務所設備（机、椅子、書棚、プリンター、

複合機、シュレッダー、エアコン、インターネット

関連機器等）も合わせて提供される見込みか。 

セネガル：医療保障庁内にプロジェクトオフィスが設け

られる予定ですが、事務所設備は見積もりに含めてく

ださい。 

コートジボワール：カウンターパートのオフィス内にアド



通番号 当該頁項目 質問 回答 

バイザー用の執務スペースが設けられる予定ですが、

事務所設備は見積もりに含めてください。 

5 p.34  

第 4章 業務実施上の条件 

（５）その他の留意事項 

衛星携帯電話は、安全管理上必要であると現

地事務所が判断する場合、専門家の地方出張

時に貸与される想定か。 

セネガル：衛星携帯電話は必要に応じて事務所より契

約されたものを貸与予定です。通信料等の電話使用

にあたっての費用は見積もりに含める必要はございま

せん。 

コートジボワール：衛星携帯電話は現在の安全対策

上、地方移動時に携行をお願いしています。事務所よ

り契約されたものを必要時に貸与予定です。通信料等

の電話使用にあたっての費用は見積もりに含める必

要はございません。 

6 p.28  

イ）成果 2に係る業務 

これまでセネガルにて主に支援されていた

RGRHS（仏語圏アフリカ保健人材管理者ネッ

トワーク）の運営は、現在トーゴ保健省人材局

が事務局を担当している。Covid-19 の状況次

第で、トーゴでの全体会議・ワークショップ開催

などもありうると思料。この活動支援を想定し

ても問題ないか？ 

想定のとおりです。 

7 p.28 

イ）成果２に係る業務、活動２ 

「他国との連携や協調」、「他国の保健政策の

方針や動向の情報収集・詳細調査」について、

「他国」とは「他周辺国」との理解で正しいか。 

ご理解のとおりです。 

8 p.33 

第 4章 業務実施上の条件 

 （３）配布資料/公開資料等 

 ②コートジボワール 

「保健プログラムアドバイザー専門家業務完了

報告書」のリンクが切れていると思われるた

め、改めてのご共有をお願いしたい。 

確認したところ、リンク自体に問題はないようですが、

リンクからダウンロードができないようでしたら直接送

付いたしますので、人間開発部保健第一グループ小

西（Konishi.Tatsuki@jica.go.jp）にご連絡ください。 



通番号 当該頁項目 質問 回答 

  ２）公開資料 

 【JICA側訂正】 

p.25-26 

第 3章 特記仕様書案 

第７条 業務の内容 

 イ）成果 2に係る業務 

 企画競争説明書にて「MDCEST が医療保障制度の 

現状評価を実施しており、これに基づく医療保障整備

の中・長期政策（ロー ドマップ）として『医療保障庁

（ACMU）戦略計画 2017-2021』の後継文書が 策定

される見込みである。」（P.26）と記載しておりました

が、『医療保障庁（ACMU）戦略計画 2017-2021』の

後継文書が、医療保障整備の中・長期政策（ロー ドマ

ップ）ではないことが分かりましたので、訂正いたしま

す。 

『医療保障庁（ACMU）戦略計画 2017-2021』の後継

文書は医療保障庁主導で現在策定されているもの

の、医療保障整備の中・長期政策（ロー ドマップ）は

他省庁も広く巻き込んで別途作成されることが分かっ

たため、補足する次第です。 

 

以 上 

 


